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様式第４号（第 11項関係）  

 

審議会等の会議の記録  

 

審 議 会 等 の 名 称  令和２年度第４回西脇市まちづくり推進審議会  

開 催 日 時  令和３年３月８日（月）午後７時 00分～９時 00分  

開 催 場 所  西脇市生涯学習まちづくりセンター  ホール  

出 席 委 員 の 氏 名  

又 は 人 数  

平田 富士 男会 長、 藤原 悟副 会長 、松 尾憲 子委 員、 岡

井昭 憲委 員、 井上 浩代 委員 、藤 井裕 子委 員、 李貫一

委員   計７名  

欠 席 委 員 の 氏 名  

又 は 人 数  

藤井 琢己 委員 、 清 水賢 一委 員、 篠田 善健 委員 、松本

美千代委員   計４名  

出 席 職 員 の 職 ・  

氏 名 又 は 人 数  

都市 経営 部長  筒 井研 策、 まち づく り課 長  池田正

人、 まち づく り課 主査  和 田裕 行 、 まち づく り課職

員  遠藤香里、鳥田朱里   計５名  

公 開 ・ 非 公 開 の 別  公開  

非 公 開 の 理 由  ―  

傍 聴 人 の 数  ２名  

議 題 又 は 協 議 事 項  １  あいさつ（会長）  

２  報告事項  

  まちづくり活動補助事業の採択状況の報告  

３  協議事項  

  西 脇 市自 治基 本条 例に 基づ く取 組の 検証 につい

て  

４  その他  

  今後の予定について  

会議の記録（概要）  

発 言 者  発言内容等  

 

会 長  

 

１  あいさつ（会長）  

  昨 年から 審議を 進めてい る検証 項目 について 、引き 続き 委員

の皆さん と進 捗をチ ェックし てい きたい 。本日は 、参 画と協 働

及び地域 自治 協議会 等の検証 にな るが、 市民の皆 さん の感覚 で

忌憚のない意見をいただきたい。  

 

 

 

事 務 局  

２  報告事項  

まちづくり活動補助事業の採択状況の報告（市民提案型まち

づくり事業企画書の審査結果について）  

・  事務局から【資料１】に基づき説明  
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部 会 長  ・  企画書の審査では、備品の取扱いについて的確な判断をし

ていただけたと思う。 現時点では、継続性を 明確に判断でき

ないので、 １年間の活動状況を見たうえで、備品の 追加につ

いては検討していくことが適当と考える。  

 

 

事 務 局  

 

委 員  

 

 

事 務 局  

委 員  

 

会 長  

 

 

委 員  

 

 

事 務 局  

 

会 長  

 

 

事 務 局  

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

 

会 長  

 

 

委 員  

 

３  協議事項  

西脇市自治基本条例に基づく取組の検証について  

ア  項 目 ２ 「 参 画 と 協 働 」 に つ い て 【 資 料 ３ （ Ｐ １ ～ 12）】 に

基づき説明  

 ・  パ ブリッ クコ メント等 につい て、 幅広い年 齢層か ら平 等に

意見は 出て きてい る のか。 例え ば、ア ン ケート には 年齢を記

入する欄はあるのか。  

 ・  地区、年代、性別といった基礎的な項目はある。  

 ・  ア ンケー トの 回収率で 薄い層 があ るのであ れば、 そこ を太

くするための施策を考える等の視点も必要と考える。  

 ・  参 画と協 働に ついても 、日頃 から 感心をも ってい る層 と持

ってい ない 層がい る と考え る。 後者へ の 対応に つい て検証が

必要ということだと理解する。  

 ・  市 民アン ケー トに回答 したこ とが あるが、 項目が 多く て大

変だっ た。 回収率 を あげる 必要 がある の であれ ば、 項目を絞

る等の工夫があると答えやすいのではと考える。  

 ・  ア ンケー トの 項目数に ついて は、 多いとの 意見も あっ て、

現在は８ページ（４枚）となるべく少ない項目にしている。  

 ・  貴 重な意 見で ある。ア ンケー トを 実施する となる と、 まず

は項目 の設 定や数 等 につい て事 前にヒ ア リング した りする場

合があると思うが、そういったことは意識されているのか。  

 ・  回 収率は 低 い のが実態 。回答 のし やすさ等 は日頃 か ら 意識

はして いる 。回答 数 は  400以 上 あれば １ つのア ンケ ートとし

て制度 が高 いとい わ れてい るの で、ま ず は  400以 上 を目標に

している。  

 ・  紙のアンケートに答える層とそうでない層があるため、紙  

のアンケートの場合、後者の意見を吸い上げられないのでは。  

 ・  アンケートを実施したことがあるが、アンケートの精度に  

よっては結果が大きく変わってしまうこともあるので、アン  

ケートをあまり参考にし過ぎてしまうのも良くないと考える。  

 ・  そ の感覚 は正 しい。全 市民か ら均 等に回答 があれ ば精 度も

高いが 回答 者に偏 り があっ た場 合に、 そ の結果 をど う活用す

るかは慎重に扱う必要がある。  

 ・  ま ちかど ミー ティング 、アン ケー ト、パブ リック コメ ント

とある が、 まちか ど ミーテ ィン グやア ン ケート であ ればフィ
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事 務 局  

 

会 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員  

 

委 員  

 

 

 

 

 

ードバ ック がある と 想定で きる が、パ ブ リック コメ ントも個

人に対 して 回答が あ ったり 、市 政に反 映 された りと いったフ

ィードバックがあるのか。  

 ・  パ ブリッ クコ メントは 制度化 して いるので 、個人 が特 定さ

れないようにしたうえで結果は必ずＨＰに公表している。  

 ・  参画は「知る」というステップと、知ってそこから自主的、  

主体的に「関わる」というステップの２段階に分かれている  

と考える。本日説明があったのは「知る」ための施策であっ  

て、「関わる」ためのところが分かりにくいように感じた。  

自覚した気持ちを実現するための仕組み、施策等について改  

めて整理していただきたい。  

   ま た、協 働に ついては 、協働 を促 進するた めにど うい った

対策を し、 成果を あ げてき たの かとい う 視点で 再度 整理して

いただきたい。  

   特 に、参 画の ２段階の うち「 関わ る」につ いて、 気持 ちを

持った 市民 の気持 ち を受け 止め て何か に つなげ てい くための

施策について、市の考えをお聞きしたい。  

 ・  ま ず、参 画 の 基本は自 治基本 条例 第５条の 「情報 の提 供」

にある と 考 えてお り 、情報 の提 供を行 う ことで 参画 が 促進さ

れると考える。  

 ・  協 働のう ち、 市と市民 の協働 に絞 って説明 すると 、市 民提

案型ま ちづ くり事 業 では、 市民 の活動 と 市の施 策が 一致した

場合には市が協働型委託を行う場合もある。  

 ・  参 画の観 点で いうと、 次の議 題で もある地 域自治 協議 会で

は、自 分た ちで地 域 課題の 解決 を行っ て おり、 まさ に住民が

まちづ くり に参画 す るため の制 度であ る 。そこ に交 付金を交

付することで協働が促される仕組みを作っている。  

 ・  成 果 と し て は 、 市 民 提 案 型 で い う と 33 団 体 に 対 し て 約

1,700万 円 の 予 算 を 投 じ て お り 、 協 働 型 委 託 に 至 っ た 例 も ４

件ある 。地 域自治 協 議会で は、 ３つの 協 議会が 設立 され、そ

れぞれの地区で活動が進んでいる。  

 ・  市 民の参 画 と 協働 を促 すため の中 間支援の 役割は 、市 民の

思いをつないで形にすることだと考えている。  

 ・  黒 田庄地 区 で は市内で 初めて 地域 自治協議 会を設 立し た。

中間支 援と の関わ り の例を 挙げ ると 、 黒 田庄で は福 祉送迎車

の運行 事業 を行っ て いるが 、法 人格を 有 してい ない ため任意

保険に は代 表の個 人 名義で ない と加入 す ること がで き ない。

そこで 、中 間支援 に サポー トし てもら い 、法人 格を 取得する

ことに より 法人名 義 で任意 保険 に加入 す ること がで きた。中
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委 員  

 

 

事 務 局  

 

 

委 員  

 

事 務 局  

 

 

 

委 員  

 

 

事 務 局  

 

 

 

事 務 局  

 

会 長  

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

 

 

事 務 局  

間支援 は、 地域自 治 協議会 に限 らず、 市 民 がま ちづ くり活動

で困っ たと きにも 対 応して いた だける 存 在であ り、 大変意義

のある存在であると考える。  

 ・  市 民提案 型ま ちづくり 事業に つい て、補助 金を活 用し た 33

団 体の うち 、市の 協 働型委 託を 受けて い ない団 体の 現状は把

握しているのか。  

 ・  １ 団体は 既に 解散して おり、 ４つ の団体に ついて は追 跡が

できて いな いが、 そ れ以外 の団 体 は規 模 を縮小 され ていると

ころもあるが活動を続けていると把握している。  

 ・  市 民提案 型ま ちづくり 事業に つい て、１団 体につ き上 限 30

万円で３回までという基準の根拠は何か。  

 ・  金 額につ いて 明確な根 拠はな いが 、他市町 の類似 事業 と の

比較で は遜 色ない と 考えて いる 。 回数 に ついて は、 以前はフ

ァース トス テップ 事 業、チ ャレ ン ジ事 業 と細分 化し ていたも

のを審議会で審議していただき現在の補助制度としている。  

 ・  パ ブリッ クコ メントは コメン トし ても 市政 に 反映 され る と

いう 印 象が 薄い。 例 えば、 補助 金の採 択 時にパ ブリ ックコメ

ントの手法を用いるのはいかがか。  

 ・  過 去にも 同 様 の意見を いただ いた ことがあ り、 補 助金 採択

時にお いて 市民の 意 見が反 映で きるよ う な仕組 みを 検討して

いきたいと考える。  

 

イ  項目３「地域自治協議会等」について【資料３（Ｐ 13～  

38）】に基づき説明  

 ・  地 域自治 協議 会、市民 公益活 動の 進捗状況 につい て事 務局

はどう自己点検しているのか。  

 ・  地 域自治 協議 会につい ては、 市内 ８地区全 てで 設 立さ れれ

ば 組織 立上 げは完 了 するが 、 未 完了の た め対応 中（ 要拡充）

としている。  

 ・  市 民公益 活動 は、 ゴー ルがな いと 考える。 ある程 度の レベ

ルの制 度設 計がで き たとし ても 、市民 公 益活動 は増 えたり減

ったり もす るので 絶 えず 支 援策 を継続 す る 努力 が必 要と考え

る。よって、対応中（要拡充）が適切と考えている。  

 ・  地 域自治 協議 会は市民 にとっ てハ ードルが 高いと 考え る。

知って 、関 わる・ 行 動 を起 こす という ２ 段階の 最終 形が地域

自治協 議会 と考え る 。参画 の第 一 歩は 市 民公益 活動 と考える

が現状 を見 ると市 民 提案型 まち づくり 事 業の利 用 団 体数は減

っている。その現状を事務局はどう捉えているのか。  

 ・  市民提案型まちづくり事業の制度設立当時は、他に市の補  
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会 長  

 

 

会 長  

委 員  

 

 

 

 

 

 

委 員  

委 員  

 

 

 

委 員  

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

助制度がなかったため、それ以前から思いを持っていた方に  

多く利用していただいたが、１団体につき３回で補助が終わ  

るので、次々とは利用団体が出てこない状況にある。しかし、  

そこで中間支援ができたことにより市の補助金に限らず民間  

の補助金も含め幅広い選択肢から選べるようになっており、  

そういった現状を細かく把握し、今後報告できるようにした  

い。  

 ・  市 の補助 金の 利用 件数 だけで 評価 するので はなく 、市 民 公

益 活動 がど れだけ 起 こって 、ど う参画 と 協働が 活発 化してい

ったかがポイントだと考える。  

 ・  中間支援者は西脇市の現状をどう捉えるか。  

 ・  相 談者に とっ て 市の補 助金が 合う 場合もあ れば、 事業 性が

高けれ ばク ラウド フ ァンデ ィン グ等の 手 法を提 案す ることも

ある。 ただ 、市の 補 助金は 比較 的 申請 し やすい ので 、スター

トアッ プに とても 適 してい ると 思う。 中 間支援 とし て、 補助

金の 申 請支 援 も含 め 思いを かた ちにす る ための 支援 をしたい

と考え てい るため 、 中間支 援窓 口の存 在 をもっ とＰ Ｒしてい

く必要があると感じている。  

 ・  中間支援窓口に来られる方は何で知って来られるのか。  

 ・  市 の紹介 や市 広報のほ か、 10年 近 く兵庫県 の生き がい しご

とサポ ート センタ ー 事業を 実施 してい る ため、 そこ のつなが

りで西 脇市 に来ら れ る方も いる 。最近 は 口コミ で来 られる方

もおり、少しずつ増えていると感じる。  

 ・  地 域自治 協議 会の設立 が進ん でい ない要因 を事務 局は どう

考えて いる のか。 市 内全地 区で 地域自 治 協議会 が設 立されれ

ばお互 いに 切磋琢 磨 し、よ りよ いまち づ くりに つな がると考

える。  

 ・  区 長会 を はじ め地域役 員から 理解 が広がる ことが 多い と 考

えられ るた め、 ま ず は区長 会に 説明 を し ている 。 そ こで 地域

自治協 議会 を設立 す る方向 で話 が進め ば 市も設 立に 向け関わ

っ て い く こ と が で き る 。 ま た 、「 地 区 ま ち づ く り 計 画 」 策 定

のタイ ミン グも重 要 で、近 年 は 計画再 編 の過程 で、 コーディ

ネータ ー か らも地 域 自治協 議会 の設立 に 触れて もら うように

してお り、 そうい っ た地区 では 比較的 設 立が進 んで いるよう

に考える。  

 ・  参 画と協 働を 促進する ための 施策 をどう自 己点検 して いる

のか、 また 、 上手 く いって いな い場合 の 要因は 何な のか、そ

れを踏 まえ 今後ど う してい く必 要があ る と考え てい るのか を

改めて整理し、検証結果にまとめていただきたい。  



6 

 

事 務 局  

 

４  その他  

今後の予定について  

  令和３年度第１回審議会の日程について  

問合せ先  都市経営部まちづくり課  

 


